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今
春
労
使
交
渉
や
労
使
間
の
課
題
に
つ
い

て
、
経
営
側
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て

い
る
の
か
。
経
団
連
が
九
月
二
九
日
に
発
表

し
た
「
二
〇
一
一
年
人
事
・
労
務
に
関
す
る

ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
調
査
結
果
」
を
も

と
に
、
特
徴
的
な
動
向
を
み
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
労
使
交
渉
の
有
無
に
よ

ら
ず
、
過
去
一
年
間
、
雇
用
の
維
持
・
安
定

に
向
け
た
取
り
組
み
を
行
っ
た
企
業
は
八

五
・
五
％
で
、
同
項
目
に
つ
い
て
調
査
始
め

た
一
九
九
三
年
以
来
、
昨
年
に
次
い
で
、
二

番
目
に
高
い
水
準
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
調
査
は
、
各
企
業
に
お
け
る
春
季
労
使

交
渉
・
協
議
の
結
果
や
人
事
・
労
務
に
関
す

る
ト
ッ
プ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
意
見
な
ど
を

把
握
す
る
た
め
に
一
九
六
九
年
か
ら
毎
年
実

施
し
て
い
る
も
の
。
今
回
の
調
査
は
経
団
連

お
よ
び
東
京
経
営
者
協
会
の
会
員
企
業
一
八

八
三
社
を
対
象
に
六
月
二
八
日
か
ら
八
月
三

〇
日
に
実
施
し
、
五
五
一
社
（
有
効
回
答
）

か
ら
の
回
答
結
果
を
取
り
ま
と
め
た（
１
）。

１
．
労
使
交
渉
等
に
つ
い
て

　

今
年
春
の
労
使
交
渉
で
、賃
上
げ
、賞
与
・

一
時
金
以
外
の
項
目
に
つ
い
て
論
議
し
た
事

項
（
複
数
回
答
）
と
し
て
は
、「
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に
関
連
す
る
施
策
の
拡
充
」

が
三
三
・
六
％
で
も
っ
と
も
多
く
、「
諸
手
当

の
見
直
し
」（
三
三
・
一
％
）
及
び
「
総
実
労

働
時
間
の
短
縮
」（
三
二
・
八
％
）
も
三
社
に

一
社
の
割
合
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
交
渉
を
経
て
、
実
際
に
実
施
さ
れ

た
事
項
で
は
、「
諸
手
当
の
見
直
し
」（
三
五
・

五
％
）、「
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
に

関
連
す
る
施
策
の
拡
充
」（
三
三
・
六
％
）
の

順
で
多
か
っ
た
（
図
表
１
）。

図表１　今次労使交渉の結果、賃上げ、賞与・一時金以外の項目につ
いて論議した事項、及び実施することとされた措置（複数回答）

図表２　労使交渉の有無にかかわらず過去１年の間で、雇用の維持・
安定に向けて施策を実施した企業割合

※�勤務間インターバル規制とは、個別労働組合等との合意に基づいて、終業時から次の始業
時までの間に、一定時間の休息を置くことをいう

ウ
ェ
ー
ト
高
い
雇
用
維
持･

安
定
に
係
る
取
り
組
み

　
　
―
―
経
団
連
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二
〇
一
一
年
人
事
・
労
務
に
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ト
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・
マ
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ジ
メ
ン
ト
調
査
結
果
」
か
ら
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ま
た
、二
〇
一
〇
年
と
の
比
較
で
、今
次
労

使
交
渉
の
結
果
、
と
ら
れ
た
措
置
で
は
、「
時

間
外
労
働
割
増
率
の
見
直
し
」
が
前
年
の
五

一
・
七
％
か
ら
今
年
は
七
・
〇
％
に
大
幅
に

低
下
し
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

　

今
年
の
春
季
労
使
交
渉
に
お
い
て
、
雇
用

の
維
持
・
安
定
に
関
す
る
労
使
交
渉
を
行
っ

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
三
一
・
七
％
の

企
業
が
「
議
論
し
た
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、

前
年
の
四
五
・
三
％
に
比
べ
る
と
一
〇
ポ
イ

ン
ト
以
上
低
下
し
て
い
る
。

　

一
方
、
労
使
交
渉
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

過
去
一
年
の
間
、
雇
用
の
維
持
・
安
定
に
向

け
て
施
策
を
実
施
し
た
企
業
は
、八
五
・
五
％

に
の
ぼ
り
、
昨
年
の
八
九
・
一
％
に
次
ぎ
、

一
九
九
三
年
の
調
査
開
始
以
来
、
二
番
目
に

高
い
水
準
と
な
っ
た
（
図
表
２
）。
具
体
的

な
取
り
組
み
と
し
て
は
全
産
業
平
均
で
、「
時

間
外
労
働
の
削
減
・
抑
制
」（
七
七
・
六
％
）、

「
年
次
有
給
休
暇
の
取
得
促
進
」（
五
七
・

一
％
）、「
配
置
転
換
、
出
向
、
転
籍
」（
三
二
・

一
％
）、「
役
員
報
酬
の
減
額
」（
二
三
・
五
％
）

な
ど
が
上
位
に
あ
が
っ
て
い
る
（
図
表
３
）。

２
．
海
外
へ
の
事
業
展
開
に
つ
い
て

　

グ
ロ
ー
バ
ル
経
営
を
行
う
う
え
で
、
重
要

と
考
え
る
視
点
（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
を
育
成
・
活
用
し
て
い

く
視
点
」（
八
九
・
四
％
）
を
九
割
の
企
業
が

あ
げ
る
。「
海
外
の
顧
客
・
消
費
者
の
ニ
ー

ズ
も
踏
ま
え
た
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
に

向
け
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
機
能
の
強
化
の
視

点
」（
五
三
・
八
％
）
お
よ
び
「
経
営
理
念
・

価
値
観
を
現
地
企
業
に
展
開
し
て
い
く
視

点
」（
四
六
・
二
％
）
も
約
半
数
の
企
業
が
指

摘
し
て
お
り
、
以
下
、「
製
品
・
サ
ー
ビ
ス
の

コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
に
対
応
し
た
、
コ
ス
ト
競

争
力
強
化
の
視
点
」（
三
八
・
九
％
）、「
現
地

法
人
へ
の
権
限
移
譲
を
含
め
た
経
営
の
現
地

化
の
推
進
の
視
点
」（
三
七
・
八
％
）、「
業
務

提
携
、
Ｍ
＆
Ａ
な
ど
の
手
法
も
用
い
た
新
規

事
業
開
発
強
化
の
視
点
」（
三
五
・
八
％
）
が

続
い
て
い
る
（
図
表
４
）。

　

売
上
高
に
占
め
る
海
外
比
率
に
つ
い
て
、

今
年
三
月
期
時
点
及
び
約
五
年
後
の
目
標
を

聞
い
た
と
こ
ろ
、
現
時
点
で
は
、
〇
％
～
一

〇
％
が
三
五
％
で
も
っ
と
も
多
い
が
、
五
年

後
に
つ
い
て
は
、
三
二
・
二
％
の
企
業
が
五

割
以
上
（
五
一
％
）
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。

　

な
お
、
現
在
、
売
上
高
が
五
一
％
以
上
の

企
業
は
一
六
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
（
図
表

５
）（
２
）。

　

海
外
現
地
法
人
の
経
営
者
の
現
在
の
登
用

状
況
と
し
て
は
、「
主
に『
日
本
人
』を
登
用
」

が
八
割
（
七
九
・
九
％
）
で
、「
主
に
『
海
外

現
地
法
人
の
内
部
昇
進
者
』を
登
用
」（
一
一
・

九
％
）
を
大
幅
に
上
回
っ
て
い
る
が
、
今
後

の
登
用
方
針
に
つ
い
て
は
、
前
者
が
三
五
・

二
％
、
後
者
が
三
一
・
四
％
と
僅
差
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、「
主
に
『
国
籍
に
関
係
な
く

地
域
ポ
ス
ト
、
グ
ロ
ー
バ
ル
ポ
ス
ト
で
活
躍

し
た
者
』
を
登
用
」
が
現
在
五
・
二
％
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
が
、今
後
の
方
針
で
は
二
九
・

九
％
に
大
き
く
伸
び
て
い
る
（
図
表
６
）。

　

海
外
現
地
法
人
の
経
営
者
候
補
の
育
成
と

し
て
、
現
在
は
「
本
社
へ
の
出
張
・
赴
任
、

交
流
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
」（
七
二
・
四
％
）

と
す
る
企
業
が
多
い
が
、

今
後
の
検
討
課
題
で
は

「
海
外
現
地
法
人
の
経

営
者
と
し
て
求
め
ら
れ

る
人
材
要
件
の
明
確

化
」（
五
二
・
四
％
）、「
経

営
幹
部
候
補
に
対
す
る

個
別
の
育
成
計
画
策

定
」（
四
二
・
三
％
）
を

選
択
す
る
企
業
の
割
合

が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ

の
ほ
か
、
今
後
の
検
討

課
題
と
し
て
は
、「
世
界

共
通
の
人
材
情
報
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
構
築
」（
三

七
・
一
％
）、「
世
界
で

統
一
し
た
評
価
基
準
の

設
定
」（
三
〇
・
〇
％
）

に
つ
い
て
も
、
三
割
以

上
の
企
業
が
あ
げ
て
い

る
（
図
表
７
）。

図表３　労使交渉の有無にかかわらず、過去１年の間で雇用の維
持・安定に向けて施策を実施した措置（複数回答）

図表４　グローバル経営を行う上で、重要と考える視点（複数回答）
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３
．
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
施
策
等

に
つ
い
て

　

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
を
実
現
す

る
た
め
に
現
在
実
施
し
て
い
る
施
策
（
複
数

回
答
）
と
し
て
は
、「
育
児
介
護
休
業
制
度
の

充
実
」（
七
七
・
四
％
）、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

ケ
ア
の
充
実
」（
七
六
・
五
％
）、「
介
護
の
た

め
の
短
時
間
勤
務
制
度
」（
七
六
・
一
％
）、「
仕

事
の
進
め
方
の
見
直
し
・
効
率
化
の
推
進
」

（
六
六
・
六
％
）
の
順
で
多
い
。

　

一
方
、
今
後
新
た
に
導
入
を
検
討
し
て
い

る
施
策
と
し
て
は
、
順
序
が
変
わ
り
、「
仕
事

の
進
め
方
の
見
直
し
・
効
率
化
の
推
進
」（
二

二
・
〇
％
）、「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
充

実
」（
二
〇
・
〇
％
）、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」（
一
九
・

三
％
）
の
順
に
多
い
（
図
表
８
）。

　

家
族
の
介
護
問
題
を
抱
え
て
い
る
従
業
員

へ
の
対
応
に
お
け
る
課
題

の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
課

題
が
あ
る
」（
四
九
・
八
％
）

と「
課
題
は
な
い
」（
五
〇
・

二
％
）
が
拮
抗
し
て
い
る

（
図
表
９
）。

　

家
族
の
介
護
問
題
を
抱

え
て
い
る
従
業
員
へ
の
対

応
に
お
け
る
課
題
、
も
し

く
は
、
今
後
予
想
さ
れ
る

課
題
（
複
数
回
答
）
に
つ

い
て
は
、「
代
替
要
員
を
確

保
す
る
こ
と
が
容
易
で
は

な
い
」（
五
六
・
七
％
）
を

半
数
以
上
の
企
業
が
あ
げ

て
お
り
、
以
下
、「
現
時
点

で
は
介
護
の
必
要
が
な
い

も
の
の
、
年
配
の
両
親
が

心
配
な
た
め
、
海
外
や
国

内
遠
方
へ
の
赴
任
を
た
め

図表５　売上高に占める海外比率について（2011 年３月
期時点、及び約５年後の目標）

図表６　海外現地法人の経営者の現在の登用状況、及び今後
の登用方針

図表８　ワーク・ライフ・バランスを実現するために実施して
いる施策、及び新たに導入を検討している施策（複数回答）

図表７　海外現地法人の経営者候補の育成に関する現在
の取り組み、及び今後の検討課題（複数回答）
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ら
う
社
員
が
い
る
」（
四
五
・
六
％
）、「
必
要

な
介
護
期
間
が
不
明
確
な
た
め
、
復
帰
後
の

キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
を
描
く
こ
と
が
難
し
い
」

（
三
四
・
九
％
）、「
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
、

医
師
等
と
い
っ
た
介
護
の
専
門
家
へ
の
相
談

体
制
の
構
築
が
出
来
て
い
な
い
」（
一
六
・

五
％
）
の
順
に
な
っ
て
い
る
（
図
表
10
）（
３
）。

４
．
高
齢
者
雇
用
に
つ
い
て

　

高
年
齢
者
雇
用
に
つ
い
て
、
仮
に
希
望
者

全
員
の
六
五
歳
ま
で
の
継
続
雇
用
が
義
務
付

け
ら
れ
た
場
合
の
対
応
（
複
数
回
答
）
と
し

て
、
半
数
以
上
（
五
三
・
二
％
）
の
企
業
が

「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
水
準
の
引
き
下
げ
」

を
選
択
す
る
と
回
答
。
ま
た
、
約
四
割
の
企

業
が
「
若
年
者
の
採
用
数
の
縮
減
」（
三
八
・

四
％
）
を
行
う
用
意
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
継
続
雇
用
者
の
処
遇
水
準
の
引
き
下
げ
」

を
あ
げ
る
企
業
の
割
合
は
、
従
業
員
五
〇
〇

人
以
上
の
企
業
は
四
八
・
四
％
で
あ
る
の
に

対
し
、
従
業
員
五
〇
〇
人
未
満
の
企
業
で
は

七
三
・
三
％
に
の
ぼ
っ
て
お
り
、
規
模
が
小

さ
い
企
業
ほ
ど
、
処
遇
水
準
の
引
き
下
げ
を

行
う
意
向
が
強
い
（
図
表
11
）（
４
）。

５
．
女
性
の
活
躍
推
進
に
つ
い
て

　

女
性
従
業
員
の
活
躍
・
促
進
の
た
め
に
実

施
し
て
い
る
施
策
（
二
〇
一
〇
年
と
の
比

較
）（
複
数
回
答
）
に
つ
い
て
は
、「
女
性
従
業

員
の
管
理
職
登
用
の
拡
大
」
が
前
年
よ
り
一

〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
の
五
三
・
二
％
に
な
り

ト
ッ
プ
。
次
い
で
、「
幅
広
い
仕
事
上
の
経
験

を
与
え
る
な
ど
の
職
域
の
拡
大
」
も
前
年
比

四
・
七
ポ
イ
ン
ト
増
の
五
二
・
六
％
と
な
っ

た
が
、「
柔
軟
な
労
働
時
間
の
設
定
、
仕
事
と

家
庭
生
活
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ
こ
と
が
で

き
る
環
境
の
整
備
」
は
微
減
（
〇
・
七
ポ
イ

ン
ト
減
）
の
五
二
・
四
％
と
な
っ
た
。
第
四

位
に
「
女
性
従
業
員
（
正
社
員
）
の
採
用
拡

大
」（
四
七
・
〇
％
）
が
続
い
て
い
る
。

６
．
今
夏
の
節
電
対
策
に
つ
い
て

　

今
夏
に
取
り
組
ん
だ
節
電
対
策
（
複
数
回

答
）
に
つ
い
て
は
、「
室
内
温
度
の
設
定
や
照

明
の
明
る
さ
の
見
直
し
」（
九
〇
・
一
％
）
が

群
を
抜
い
て
お
り
、
以
下
「
時
間
外
勤
務
命

令
の
抑
制
」（
三
五
・
一
％
）、「
休
日
の
振
り

替
え
」（
三
一
・
四
％
）、「
カ
ジ
ュ
ア
ル
デ
ー

の
創
設
・
見
直
し
」（
三
一
・
〇
％
）、「
夏
期

休
暇
の
一
斉
取
得
」（
一
九
・
八
％
）、「
平
日

の
年
休
取
得
の
奨
励
」（
一
五
・
三
％
）、「
夏

期
休
暇
の
拡
大
」（
一
五
・
三
％
）、「
サ
マ
ー

タ
イ
ム
の
導
入
・
見
直
し
」（
一
二
・
四
％
）

の
順
で
多
か
っ
た
。

〔
注
〕

１
．
集
計
企
業
を
産
業
別
に
み
る
と
、
製
造
業
二
四
八
社

（
四
五
・
〇
％
）、
非
製
造
業
三
〇
三
社
（
五
五
・
〇
％
）、

規
模
別
に
み
る
と
従
業
員
五
〇
〇
人
以
上
の
企
業
四
三

一
社
（
七
八
・
二
％
）、
五
〇
〇
人
未
満
の
企
業
一
二

〇
社
（
二
一
・
八
％
）
と
な
っ
て
い
る
。

２
．「
海
外
の
現
地
法
人
を
通
じ
、
販
売
・
生
産
を
行
っ

て
い
る
」（
連
結
企
業
含
む
）
を
選
択
し
た
企
業
（
六
七
・

七
％
）
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。
図
表
６
及
び
７
も

同
様
。

３
．
家
族
の
介
護
問
題
を
抱
え
て
い
る
社
員
の
対
応
に
つ

い
て
、「
課
題
が
あ
る
」
を
選
択
し
た
企
業
を
集
計
対
象

と
し
て
い
る
。

４
．
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
と
し
て
、「
継
続
雇
用
制
度

の
導
入（
選
定
基
準
あ
り
）」を
選
択
し
た
企
業（
八
〇
・

三
％
）
を
集
計
対
象
と
し
て
い
る
。

図表９　家族の介護問題を抱えている従業員への対応におけ
る課題の有無

図表10　家族の介護問題を抱えている従業員への対応におけ
る課題（もしくは、今後予想される課題）（複数回答）

図表11　希望者全員の65 歳までの継続雇用が義務付けられ
た場合の対応（複数回答）


